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令和7年度の議員の出勤簿を公開します 出席簿の期間
令和7年4月1日～令和8年3月31日

会議名 本会議
 （臨時含5回）

常任委員会

（総務文教・生活福祉・産業建設・議会広報 ） 議会運営委員会
特別委員会

（補正予算・決算・当初予算・中子町有地売却） 議員全員協議会
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富 沢 雅 文 8 10 6 4
飯 田 正 義 17 2 Ⓐ　　 34 2 1 Ⓔ　　 11 10
水 谷 幸 乃 17 1 Ⓐ 34 2 Ⓔ 11 1 Ⓐ 10 1 Ⓔ
南 雲 あや子 17 1 Ⓐ 34 9 11 1 Ⓐ 10
渡 辺 千 恵 17 34 1 Ⓔ 9 11 10
南 雲 好 幸 17 34 9 1 Ⓔ 11 10
並 木 利 彦 17 30 9 11 10
髙 橋 政 喜 17 19 9 11 10
岸 野 雅 人 17 19 9 11 10
田 村 計 久 17 18 11 10 1 1 Ⓔ　　
宮 田 眞理子 17 19 / 11 10
白 井 孝 雄 17 / / / 10
＊欠席・遅刻・早退の記載方法:欠（欠席）、遅（遅刻）、早（早退）と表示。
　理由の記載方法：�Ⓐ病気等（自身、家族を含む）、Ⓑ冠婚葬祭（出席案内をもらった場合も含む）、Ⓒ議員としての公務等出張、

Ⓓ事故等、Ⓔ自己都合とⒶ～Ⓔで表示。
※�議長はどの委員会（特別を含む）にも属さず、また副議長は議会運営委員会に属さない。しかし、会議規則第65条や68条第1項
の規定により開催の通知はされる。なお出勤簿には記載しない。
※�8月20日産業建設常任委員会では、会議規則第68条第1項の規定により開催したため、委員外議員の出席を求め意見を聞くこと
ができる。

※富沢議員：補欠選挙にて12月1日就任し、総務文教・生活福祉・議会広報常任委員会に所属する。
※並木議員：12月1日付けで議会広報常任委員会を退任する。

　

順
調
な
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雪
で
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タ
ー
ト
し
た
冬
季

シ
ー
ズ
ン
で
し
た
が
、
２
月
以
降
の
降
雪

が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
春
の
訪
れ
が
早

く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
議
会
だ
よ
り

が
発
行
さ
れ
る
頃
、
桜
は
満
開
で
し
ょ
う

か
？

　
越
後
湯
沢
構
内
や
町
内
各
所
の
混
雑
し

た
状
況
か
ら
は
、
昨
シ
ー
ズ
ン
に
も
増
し

て
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
来
訪
者
が
多
か
っ
た
印

象
で
す
。
一
方
で
、
混
沌
と
し
た
世
界
情

勢
を
考
え
る
と
、
来
季
以
降
の
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
需
要
に
は
不
安
が
残
り
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
の
３
月
議
会
で
は
湯
沢
高
原

ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
民
間
譲
渡
に
向
け
た
関

連
予
算
が
大
き
な
焦
点
と
な
り
ま
し
た
。

施
設
の
老
朽
化
か
ら
、
譲
渡
ま
で
に
約
１２

億
円
の
施
設
改
修
予
算
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
湯
沢
高
原
は
湯
沢
観
光
の
シ
ン
ボ
ル

的
存
在
で
あ
る
反
面
、
そ
の
必
要
性
に
関

し
て
は
町
内
各
地
区
に
温
度
差
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
投
資
が
一
部
地
域
で
は
な
く
、

町
全
体
の
利
益
に
繋
が
る
投
資
と
な
る
こ

と
を
強
く
願
い
ま
す
。
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　　　　　　お寄せいただいたご意見は、今後の
議会だよりづくりの参考にさせていただきます。
宛先 　湯沢町議会事務局
郵送 　〒949－6192� 湯沢町大字神立300番地
FAX 　025－784－3510

Eメール 　gikai@town.yuzawa.lg.jp
　http://www.facebook.com/yuzawamachi.gikai/

◦‌�ご意見は300字程度にまとめてお送りください。
◦‌�ご住所、氏名（実名）、年齢、性別、電話番号
を明記してください。
◦‌�お寄せいただいたご意見・個人情報は議会内で
厳重に管理し、目的以外での使用はいたしません。
◦‌�ご意見の内容にかかわらず、個々の回答は控え
させていただきます。

湯沢町議会は、みなさまからのご意見・ご提案をお待ちしております
ご意見を
お寄せ
ください

� 20� ゆざわまち 議会だより　第161号　令和8年4月26日発行


